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新型コロナウィルス感染症感染拡大防止に伴う 

公民館の対応の変更について 

 
平素は，本市の公民館をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

さて、標題の件につきまして、3 月 13 日（月）より、下記のとおり、利用条件を変更

いたします。 

利用条件は変更となりますが、感染防止対策である、3 密対策は可能な限り実施してい

ただきますよう、お願いいたします。 

 

記 

1 公民館の利用条件の変更  

 ・定員：大声、発声有り  人と人が触れ合わない程度の間隔を確保できる人数 

   ：大声、発声無し  制限解除 

・マスクの着用および、入館入室時の手指の消毒は任意 

・飲食を伴う場合はマスク会食を推奨 

・定期的な換気と共用部分等の消毒は継続 

・諸室を利用する際は可能な限り 3 密対策を実施 

 

２ 調理実習室の利用について 

・調理台 1 台当たりの定員の解除 

 ・使用する道具についての規制は解除 

・調理の際はマスクの着用を推奨 

・調理前の手洗い、または手指消毒は必須 

・成果品等飲食を伴う場合はマスク会食を推奨 

  

 ※なお、発熱、咳などがあり、体調がすぐれない場合は公民館のご利用はお控えくださ 

い。 

３ 公民館の利用申込 

  電話または FAX での利用申込は継続いたします。 


